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消防局

　「あらゆる災害への的確な対処」「安全・安心な暮らしのサポート」「安全基盤の整備」を通して、『安

全・安心を実感できる都市ヨコハマ』の実現を図ります。

　目標達成に向けた施策として、消防体制の充実強化、救急救命体制の充実強化、消防団の充実強化、

地域・事業所防災力の向上、消防施設の整備などの事業を実施します。

安全・安心を実感できる都市の実現に向けて

警防対策
■警防体制（警防課）

　近年の災害は、都市・社会生活の変化に伴う都市型災

害に加え、日本各地で記録的な豪雨や局地的大雨による

自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしています。

　このような活動の困難性が高い、あらゆる災害に迅速・

的確に対応するため、保有する資機材の更新や見直しを

行うほか、消防隊員の個人装備等の充実を図るとともに、

様々な災害を想定した訓練を継続して実施することによ

り災害への対応力を強化しています。　

　令和２年度は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大

に伴い、緊急事態宣言が発出されるなど厳しい環境下で

したが、そのような状況においても、国や県の感染症対

策の基本的対処方針等に沿って感染防止対策を徹底した

訓練を実施するなど、災害対応能力の維持、強化に努め

ました。

　これからも、様々な災害から市民の皆さん及び横浜を

訪れる皆さんの安全・安心を守るため、職員一人ひとり

の活動能力の向上を図り、部隊活動、そして消防総体と

しての警防活動能力の一層の強化を図ります。

■警防計画と警防査察（警防課）

　一定規模以上の建築物や放射性物質、毒劇物、大量の

危険物などを保有する施設等について、災害発生時に効

率的な警防活動を実施するため、警防査察を実施すると

ともに、警防計画を策定しています。

■消防水利（警防課）

　消火活動上必要な消火栓や防火水槽については、防火

水槽整備事業や都市計画法等に基づく開発協議により整

備拡充を図っています。

　さらに、河川やプールなど、消防隊により取水可能なも

のは、消防水利の指定を行い、水利の確保に努めています。

　消防水利の現況は、図１のとおりです。

消防力の現況
■消防施設（施設課）

　令和 2 年度末現在で、消防局、消防署 18 か所、消防

出張所 78 か所、消防訓練センタ−、ヘリポ−ト、市民

防災センタ−、救急救命士養成所、自家用給油取扱所（5

か所）等の消防施設を配置しています。

　また、消防防災活動の中枢となる消防本部の機能を強

化するため、旧保土ケ谷消防署の場所に消防本部庁舎を

整備し、消防力の充実・強化を図ります。令和 3 年度は

消防本部庁舎の建築工事を進めます。

今後の消防庁舎の整備
消防本部庁舎（令和 6 年度しゅん工予定）

■消防機械（施設課）

　令和 2 年度末現在で、機動救助工作車や支援車などの

特殊車両を含む消防車 282 台、救急車 103 台をはじめ、

ヘリコプター２機、消防艇２艇など計 584 台の車両等を

市内に配置して各種災害に備えています。

図１　消防水利の現況

防火水槽（4,263基）
7%
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令和３年４月１日現在
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　また、令和 3 年度も消防車 7 台、救急車 11 台及び消防

艇 1 艇を更新するとともに、救急車を 3 台増車し、消防力

の充実強化を図ります。

■消防団（消防団課）

　横浜市消防団は、明治 27 年 5 月消防組として 3 組・

217 人の編成で発足しました。その後、昭和 14 年 4 月 1

日警防団令の公布により、消防組は警防団に統合され、

昭和 17 年には 20 団・8,932 人を有し、昭和 22 年 5 月の

消防団令の公布による改組まで存続しました。

　昭和 22 年 12 月消防組織法が制定され、新生消防団が

誕生し、昭和 23 年 3 月消防組織法の施行により自治体

消防が発足しました。消防団は公設消防とともに横浜市

に移り、横浜市消防団の第一歩が始まりました。

　消防団は、生業のかたわら郷土愛護の精神に立脚した

「義勇消防」の性格と、消防組織法に基づく「非常勤公

務員」としての性格を有しています。

　本市では平成 9 年度から、消防団組織の中で女性の力

を生かし、消防団の活性化と消防力の強化を図ることを

目的として、女性消防団員を採用しています。また、平

成 17 年 12 月から消防団員のホームページを開設し、消

防団員自ら編集、更新を行っています。

　平成 18 年 4 月には、「横浜市消防団員の定員、任免、

給与、服務等に関する条例」の一部を改正し、定員を

8,305 人に定め、資格要件を「居住するもの」から「居

住し、勤務し、又は在学する者」に緩和しました。

　近年の消防団員の業務は、火災等の平常時における災

害活動や大規模災害発生時の応急活動に加え、市民の皆

さんに対する防災指導の実施、国民保護法による新たな

任務の付加など、消防団の業務が拡充しているのが現状

です。これを受けて本市では、処遇改善の一環として、

平成 20 年度から消防団員個人に対し、報酬の支給を始

めました。その後、地域防災において重要な役割を果た

している消防団員の処遇改善を図るため年額報酬を平成

21 年度以降、段階的に引上げを行い、令和 3 年度の改

定により国基準相当となりました。

　平成 22 年 4 月 1 日には、南区にある寿消防団と大岡

消防団が統合し、南消防団が発足しました。

　平成 24 年 3 月 31 日から条例改正の施行により、横浜

市の消防団に 70 歳定年制が導入され、令和２年４月 1 日

からは外国人の任用を開始しました。令和３年 4 月 1 日

現在、本市消防団は 20 団・108 分団をもって組織されて

います。令和２年中の火災出場回数は 1,488 件、出場人

員は 3,923 人、このほか、風水害をはじめ警戒、訓練等

に延べ 105,006 人の消防団員が活動しました。また、こ

れらに加えて、地域防災の要である消防団の消防力強化

と、活性化を図るための事業の推進、器具置場の建設と

消防団車両の更新など、環境の整備に取り組んでいます。

■通信施設（司令課）

　消防・救急活動を効率的に実施するため、消防局、消

防署、消防出張所等の通信設備及びすべての消防隊、救

急隊等に有線・無線の設備による通信のネットワークを

設けています。

　その中心となるのは、消防司令センターに設置されてい

る設備です。主な機能は有線・無線を総合的にコンピュー

タで制御し、119 番等災害通報の受信、災害時に最も適し

た部隊の自動選別、署所・消防隊等への自動指令、支援情

報の検索、災害点付近の地図表示等で、消防署所に設置し

ている署所端末装置、署所指令受信装置等とが専用回線で

結ばれ、指令業務の効率化に効果を上げています。

　また、消防車・救急車には無線機が取り付けられ、指

令室と音声により連絡をとりながら現場活動が行えるよ

うになっています。

　なお、消防ヘリコプターからの映像伝送に加え、平成

８年９月１日からは、横浜ランドマークタワーに設置し

た４基の監視カメラによる「災害情報画像伝送システム」

を運用しています。

　このシステムにより、発災直後の市内の被災状況を迅

速に把握し、横浜市危機管理室へ伝送するとともに、衛

星通信ネットワークにより、国（消防庁）や県等の関係

機関へ映像伝送を行うことができます。

消防司令センターの規模
　鉄筋コンクリート造５階建

　建築面積 656.38 平方メートル、延面積 2,919.80 平方

メートル

消防司令センターの主な通信設備
　指令台・総合指令台・救命指導医専用台・マルチプロ

ジェクタ・119 番着信表示盤・指令用コンピュータ・指

令通信制御装置・発信地表示システム装置・その他の関

連機器、その他電源装置等

消防署所の主な通信設備
　署所指令受信装置・出場表示盤・署所端末装置等

表１　消防団の現勢 令和３年４月１日現在

団　別

区　分
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防隊・救急隊に現場の建物・道路・水利等の状況やヘリ

コプターからの情報など、消防活動上必要な情報を提供

しています。

　なお、救急の要請については、平成 20 年 10 月１日か

ら施行の「横浜市救急条例」に基づき、119 番通報から、

聴取した傷病者の情報を、指令台の識別プログラムによ

り、傷病者の緊急度・重症度（カテゴリー）を判定し、

必要な救急隊等に出場指令を行います。

　令和 2 年中の 119 番通報等は 293,544 件で、１日約

802 件の通報がありました。

　なお、令和 2 年中の消防隊等への指令状況は、火災に

関するもの 1,125 件、その他災害に関するもの（救助、

救 助・ 救 命 を 含 む ）18,845 件、 救 急 に 関 す る も の

178,650 件で、総数は 198,620 件でした。

■査察業務（指導課）

　査察業務は、消防法等に基づき事業所等に立入検査等

を行い、その自主防火・防災管理状況や消防用設備等の

設置、維持、管理状況及び危険物施設等の自主保安体制

等を確認するとともに、不備な点について是正指導を行

うことにより、出火危険や人命危険を事前に排除し、市

民の皆さんの生命、身体、財産を火災等の災害から保護

することを目的として実施しています。

■違反是正措置業務（指導課）

　違反是正措置業務では、査察等での違反是正指導後に

おいても、改善が図られない消防法令等違反対象物に対

し、行政上の措置を段階的に行い、その違反状態を是正

しています。

■消防同意（指導課）

　建築確認申請に伴う消防同意にあたっては、火災によ

る人命の安全確保と被害軽減のため、消防用設備等の適

正な設置と、必要とする防火安全性能の確保を主眼に、

火災時の避難安全性能、火災の拡大を初期に抑制する性

能、消防隊による活動を支援する性能について、建築物

の総合的な防火安全対策を指導しています。

　

■危険物・火薬類・高圧ガス規制（保安課）

　従来からの『消防法』に基づく危険物規制や『石油コ

ンビナート等災害防止法』に加えて、第５次地方分権一

括法に基づく権限移譲により、平成 29 年度から『火薬

類取締法』、翌 30 年度からは『高圧ガス保安法』（コン

ビナート地域を除く。）の事務を神奈川県から引き継い

消防・救急デジタル無線整備
　多様化する災害等に対応するための消防救急無線の高

度化と、限りある電波資源の有効活用とを両立させるた

めに、消防救急デジタル無線を整備しました。平成 15

年及び平成 20 年に関係法令等が改正され、従来使用し

ていたアナログ無線の使用期限が平成 28 年５月 31 日と

規定されたため、これに対応して計画的な整備を実施し

てきました。

　消防救急デジタル無線は、県内各消防本部が共同で利

用する共通波整備と本市が独自に使用する活動波整備に

大別されます。共通波設備については、整備経費の縮減

のため、県内 24 消防本部の合意のもとに本市が主体と

なって整備しました。活動波設備については、本市を含

む各消防本部が個別に整備を行いました。

その他の機能
１　災害通報受信中に音声合成による出場指令を行う

ことで、出場の迅速化を図っています。

２　119 番通報者があわてていて場所等を正確に伝え

ることができない場合や、携帯電話からの通報時に、

統合型位置情報通知システムを活用して、通報者の

要請場所の特定に役立てています。

３　傷病者の状態に応じて救急隊や消防隊を弾力的に

運用するために、119 番通報の内容から傷病者の容

態を聞き取り、コンピュータプログラムにより「緊

急度・重症度識別」を行っています。

４　ひとり暮らしやねたきり高齢者の方などからの

あんしん電話、聴覚・言語障害のある方からの

Net 119、FAX 119 による緊急通報を受信します。

５　交差点、バス停等の目標物から災害場所を把握し、

消防隊等に早期に出場を指令しています。

６　音声の指令に加え、文書により出場指令書を送り、

確実な指示を行っています。

７　司令センターに常駐する救命指導医により、救急

隊への指示・支援体制の強化を図っています。

８　消防隊、救急隊等の活動状況を常に把握し、確実・

迅速な災害対応を行っています。

９　署所の有線回線が不通になっても自動的にバック

アップ無線に切り替え音声指令の確保ができるシス

テムになっています。

10　指揮隊に配置されているタブレット端末を使用し

災害現場の映像等を共有できます。

11　同時に 50 人までが聞くことができる、消防テレ

ホンニュース（TEL　045 − 334 − 0119）により、

市民の皆さんに災害情報を提供しています。

12　災害情報（消防テレホンニュースインターネット

版）をホームページで公開しています。 

URL（https://cgi.city.yokohama.lg.jp/shobo/

disaster/index.html）

■指令業務（司令課）

　消防司令センターでは、市民の皆さんからの 119 番通

報の受付から消防隊、救急隊の出場指令、現場活動支援

など一連の消防業務を確実・迅速に運用しています。

　出場指令をコンピュータ制御により行い、出場した消

表２　火災予防査察実施状況

区　　分
令和 2 年 4月1日〜令和3 年 3月31日
査察対象物数 査察実施数

特定防火対象物 特：13,672 対象 5,607 対象 　
非特定防火対象物 非：  9,546 対象 2,887 対象 　

合　　計 計：23,218 対象 8,494 対象 　 
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で所管しています。

　危険物、火薬類及び高圧ガスを取り扱う産業施設等に

おける災害は、ひとたび発生すれば重大な事故に発展す

るリスクが伴います。こうしたリスクを回避するため、

行政による監督指導の

ほか、事故防止対策な

どの啓発活動を通じ

て、事業所の自主保安

体制の向上に努め、公

共の安全確保と災害の

発生及び拡大の防止に

取り組んでいます。

■消防音楽隊広報活動（市民防災センター）

　消防音楽隊は、横浜市が主催する行事や地域住民の催

し、学校等での演奏会など幅広い演奏活動を通じて市民

広報を行っています。また、定期公演、防災ふれあいコ

ンサートなどの自主的な演奏会を開催し、市民の皆さん

に防災・減災意識の高揚を呼びかけています。

市民防災
■市民防災の日（予防課）

　「家庭・地域・事業所は自らの手で守る」ことを基本

とし、自主防災活動の積極的な推進を図り、「地震対策」、

「住宅防火対策」、「放火されない・放火させない環境づ

くり」などの防災実践活動を展開しています。

■家庭防災員（予防課）

　火災を予防し地震・風水害などの災害による被害を軽

減するために必要な防火・防災の知識及び技術を身に付

ける研修を各消防署で実施しています。研修で学んだ知

識を活かし、家庭防災員が訓練や研修を自主企画し、地

域の人たちと共に防災、減災の取組を実施しています。

■甲種防火管理講習等（予防課）

　消防法第８条に基づき、多数の者が出入する、又は勤

務する防火対象物等の火災予防対策を担う防火管理者を

育成するため「防火管理講習」を、また、大規模な防火

対象物について、防災管理や自衛消防組織に必要な資格

者を育成するため「防災管理講習」「自衛消防業務講習」

を実施しています。

　令和 2 年度の各講習の実施回数及び受講者数は、甲種

防火管理新規講習と防災管理新規講習を併せて実施する

講習 46 回 2,591 人、甲種防火管理再講習及び防災管理

再講習を併せて実施する講習 7 回 515 人、甲種防火管理

再講習 4 回 225 人、乙種防火管理講習 8 回 409 人、防災

管理新規講習 1 回 55 人、自衛消防業務講習新規講習 28

回 490 人、自衛消防業務再講習 11 回 206 人です。

■住宅防火対策の推進（予防課）

  住宅火災による死傷者の発生防止及び被害軽減のた

め、出火防止や避難方法等の啓発・指導を行い、市民の

皆様への防火意識の高揚を図っています。

　住宅用火災警報器の設置と適切な維持管理の普及啓発

や、住宅火災の発生を減らすための、住宅防火診断やア

ドバイスを実施しています。

家庭防災員研修（防火研修）

ふれあいコンサート

住宅用火災警報器啓発活動
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■火災調査（予防課）

　火災調査業務は、消防法第 31 条に基づき、火災の原

因と火災により発生した損害の調査を実施しています。

　また、火災調査の結果は、出火防止対策、人命安全対

策等の様々な消防施策に活用されるとともに、統計処理

したデータを総務省消防庁に報告しています。

　科学的根拠に基づく火災調査の推進のため、調査員の

養成及び研修の実施並びに本部調査員による鑑識・実況

見分支援等を行っています。

火災状況
　令和 2 年中、火災は 624 件発生しました。焼損棟数は

460 棟、焼損床面積は 4,852 平方メートル、損害額は約

４億 8,009 万円、死者は 15 人、負傷者は 95 人でした。

出火原因
　出火原因は、「放火（疑いを含む）」、「たばこ」、「こん

ろ」が上位となりました。

　第１位の放火（疑いを含む）は 139 件発生し、前年と

比べると 24 件減少しました。

火災通報状況
　火災件数 624 件のうち、市民等の一般の方が第一通報

者として消防機関に通報したものは 541 件で、全火災件

数の約 87 パーセントを占めています。

　このうち、出火してから３分以内に消防機関に通報さ

れたもの（早い通報）は 158 件（約 29 パーセント）で、

３分を超えたもの（遅い通報）は 288 件（約 53 パーセ

ント）です。

　また、鎮火後に消防機関へ通報されたもの（事後聞知）

は 95 件（約 18 パーセント）あります。

初期消火状況
　624 件の火災のうち、市民等の一般の方が何らかの初

期消火を実施したものは 405 件（約 65 パーセント）で

した。このうち、市民等の一般の方のみで消し止められ

た火災（初期消火成功）が 306 件（約 76 パーセント）、

初期消火を試みたものの消すことが出来なかった火災

（初期消火失敗）は 99 件（約 24 パーセント）です。

政令指定都市等の比較
　横浜市の火災件数は 624 件で、東京消防庁管内（以下

「東京」という。）の 3,693 件、大阪市の 704 件に次いで、

３番目に多い火災件数となっています。

　横浜市の人口１万人当たりの火災件数（以下「出火率」

という。）は 1.7 で、前年と比べると 0.1 減少しました。

　他都市の出火率は、東京及び北九州が 2.7 で最も高く、

次いで大阪市の 2.6 の順です。

　横浜市の出火率は福岡市と並んで２番目に低く、最も

低いのは京都市の 1.4 です。

■地域防災力の向上（予防課）

　自治会・町内会、町の防災組織に対し、防災意識の高

揚と様々な災害から命を守る減災の取組を消防署が中心

となって支援しています。

　また、地域の初期消火力を高めるとともに、共助の取

組を推進し、地域防災力の向上を図るため、初期消火器

具の設置普及事業を展開し共助の取組を支援しています。

■子どもの防災教育（予防課）

　将来の地域防災の担い手育成のため、幼年期から年代

ごとの教育内容を定め、保育園等に対する「キッズ防災

教室」や小学校低学年の「お出かけ防災教室」、小学校

高学年の「わくわく防災体験塾」などを実施しています。

■横浜市民防災センター（市民防災センター）

　横浜市民防災センターは、市民の皆さんの自助・共助

を推進する市の中核施設として、「自らの命を守る」自助

意識や、「お互いに助け合う」共助意識の啓発とその行動

を起こすことができる人の育成を目的としています。

　当センターでは、「地震・火災体験ツアー」や近年甚

大な被害をもたらしている風水害について学ぶ「風水害

体験ツアー」のほか専属のインストラクターが案内する

救出・救護訓練、放水体験、要援護者体験、VR（仮想

現実）を活用した火災避難等の「体験プログラム」など

を実施しています。

　また、SNS 等を活用した情報発信を行っています。

お出かけ防災教室

初期消火器具取扱訓練

市民防災センター外観 市民防災センターイメージ
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図３　初期消火状況
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表３　行政区別火災発生状況

図２　火災通報状況
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表４　火災状況

区分　　　　　　　　年別

火 災 件 数

建 物 火 災

林 野 火 災

車 両 火 災

船 舶 火 災

航 空 機 火 災

そ の 他 の 火 災

焼 損 棟 数

爆 発 被 害 棟 数

世 帯

人 員

焼 損 床 面 積

総 損 害 額

建 物 火 災 損 害 額

建 物 以 外 損 害 額

死 者

放 火 自 殺 者

負 傷 者

火 災 件 数

建 物 火 災 件 数

焼 損 床 面 積

焼 損 棟 数

損 害 額

焼 損 床 面 積

焼 損 棟 数

損 害 額

市民１人当たりの損害額（千円）

市民１世帯当たりの損害額（千円）

出 火 率

火
災
種
別

罹
災

損
害
額
（
千
円
）

死
者

１
日
当
た
り

１
件
当
た
り

建
　物
　火
　災

令和 2 年
     624 

 380 

− 

 61 

 3 

− 

 180 

 460 

 1 

 438 

 858 

 4,852 

 480,093 

 443,170 

 36,923 

 15 

 3 

 95 

 1.7 

 1.0 

 13.3 

 1.3 

 1,311.7 

 12.8 

 1.2 

 1,166.2 

 0.1 

 0.3 

 1.7 

令和元年
    685 

 428 

 1 

 55 

 1 

 − 

 200 

 527 

 4 

 407 

 948 

 6,672 

 703,928 

 679,388 

 24,540 

 22 

 5 

 117 

 1.9 

 1.2 

 18.3 

 1.4 

 1,928.6 

 15.6 

 1.2 

 1,587.4 

 0.2 

 0.4 

 1.8  

増△減
     △ 61 

 △ 48 

△ 1 

 6 

 2 

 − 

 △ 20 

 △ 67 

 △ 3 

 31 

 △ 90 

 △ 1,820  

  △223,835  

 △ 236,218 

  12,383 

 △ 7 

 △ 2 

 △ 22 

 △ 0.2 

 △ 0.2 

 △ 5.0 

 △ 0.1 

 △ 616.9 

 △ 2.8 

− 

 △ 421.2 

 △ 0.1 

 △ 0.1 

 △ 0.1 

原因別　　　　　　年　別

放 火 ( 疑 い を 含 む )

た ば こ

こ ん ろ

電 気 機 器

配 線 器 具

ス ト ー ブ

電灯・電話等の配線

灯 火

た き 火

排 気 管

上 記 以 外 の 原 因

令和 2 年

139 

99 

72 

36 

28 

20 

13 

11 

10 

9 

187   

令和元年

163 

107 

83 

40 

34 

18 

24 

5 

6 

13 

192   

増△減

△ 24 

△ 8 

△ 11 

△ 4 

△ 6 

2 

△ 11 

6 

4 

△ 4 

△ 5    

表５　主な出火原因別比較表

※　｢上記以外の原因 ｣には、｢不明 ｣のほか ｢電気装置 ｣、「火あそび」
等があります。

令和 2 年 令和元年

鶴見 49 76

神奈川 41 43

西 30 26

中 58 60

南 30 43

港南 41 42

保土ケ谷 26 26

旭 41 38

磯子 27 35

金沢 42 48

港北 46 68

緑 29 25

青葉 29 25

都筑 27 36

戸塚 51 38

栄 12 13

泉 24 27

瀬谷 21 16
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症度に応じて、救急隊、ミニ消防隊、消防隊等による弾

力的な部隊運用を実施しています。

救急活動状況
　令和 2 年中の救急活動状況は、出場件数が 194,639 件

で、元年中と比較して 17,756 件（8.4 パーセント）の減少

でした。また、搬送人員は 164,084 人で、元年中と比較

して 18,562 人（10.2 パーセント）の減少でした。

市民の皆さんへの応急手当の普及啓発事業
　救急隊現場到着前に、現場に居合わせた市民の皆さん

が傷病者に適切な応急手当を実施することができるよ

う、平成６年９月から事業を開始し、多くの市民の皆さ

んに普及することを目標にしています。事業の具体的内

容は、市民の皆さんを対象として心肺蘇生法（平成 17

年度より自動体外式除細動器の取扱いを含む。）及び大

出血時の止血法を中心とした講習を行う「普通救命講習」、

普通救命講習の内容に傷病者の体位管理や骨折に対する

応急手当等を加え、より広範囲の講習を行う「上級救命

講習」、事業所や町の防災組織等で従業員や住民等に応

急手当の方法を普及するための指導者を養成する「応急

手当普及員講習」の３種類を実施してきました。　平成

24 年４月からは従前の「普通救命講習」を、主に成人の

傷病者を対象とした「普通救命講習（Ⅰ）」とし、新た

に主に小児の傷病者を対象とした「普通救命講習（Ⅲ）」

を設置しました。さらに、短時間の講習である「救命入

門コース」を設置し、より多くの市民の皆さんに、応急

手当を学んでいただけるよう事業を実施しています。

救急の日
　救急医療及び救急業務に関する国民の正しい理解と認

識を深め、救急医療関係者の意識の高揚を図るため、毎

年９月９日が「救急の日」、そしてこの日を含む一週間

が「救急医療週間」と定められ、横浜市でもさまざまな

事業を実施しています。

■その他の災害（警防課）

　火災以外の災害で、被害が生じ又は拡大の恐れがあり、

消防隊が出場し、災害活動を必要としたものは 15,086

件発生し、消防隊等 37,432 隊 125,396 人が活動しました。

■救急業務（救急課）

救急体制
　市内に救急隊を80 隊配置しており、令和 3 年 10 月には

83 隊となります。

　消防局には、傷病者に対し適切な救急救命処置が実施で

きるよう高度な教育を受け、国家試験に合格した救急救命

士が令和 3 年 4 月 1 日現在で 712 人（フルタイム再任用職

員を含む。）います。さらに救急救命士が救急救命処置を

より迅速に行えるよう平成５年８月から救命指導医制度

を実施しています。この制度は、医師が消防司令センタ

ーに勤務し、救急救命士が救急救命処置を実施する際に必

要な具体的指示や助言などを行うものです。また、救命効

果の向上を図るため、平成 20 年 10 月 1 日から横浜型救急

システムの運用を開始しました。これにより緊急度・重

表６　政令指定都市等の状況 令和2年

区分

都市別
火災件数

横浜

札幌

仙台

さいたま

千葉

東京

川崎

相模原

新潟

静岡

浜松

名古屋

京都

大阪

堺

神戸

岡山

広島

北九州

福岡

熊本

624

376

251

264

204

3,693

326

152

140

205

166

516

204

704

185

385

183

229

248

261

171

出火率

1.7 

1.9 

2.3 

2.0 

2.1 

2.7 

2.1 

2.1 

1.8 

2.3 

2.1 

2.2 

1.4 

2.6 

2.1 

2.5 

2.5 

1.8 

2.7 

1.7 

2.2   

1 日当たりの
火災件数

1.7 

1.0 

0.7 

0.7 

0.6 

10.1 

0.9 

0.4 

0.4 

0.6 

0.5 

1.4 

0.6 

1.9 

0.5 

1.1 

0.5 

0.6 

0.7 

0.7 

0.5 

令和 2 年

令和 元 年

増　△　減

表７　その他の災害発生状況

種　別

年　別

15,086

15,918

△ 832

27

94

△ 67

2

2

0

52

47

5

99

121

△ 22

1,440

1,788

△ 348

63

102

△ 39

13,403

13,764

△ 361

そ

の

他

水
難
災
害

交
通
災
害

危
険
物
災
害

ガ
ス
・
酸
欠
災
害

爆
発
災
害

自
然
災
害

計

（件）

表８　救急車の配置状況 令和3年4月1日現在

行　政　区

鶴　　見

神　奈　川

西

中

南

港　　南

保土ケ谷

旭

磯　　子

金　　沢

港　　北

緑

青　　葉

都　　筑

戸　　塚

栄

泉

瀬　　谷

計

救急隊配置場所

鶴見、矢向、寺尾、岸谷、生麦、駒岡

神奈川第 1、神奈川第 2、菅田、片倉、松見

西第 1、西第 2、西第 3、浅間町、境之谷

中第 1、中第２、山下町、北方、山元町

南第 1、南第 2、大岡、六ツ川、蒔田

港南第 1、港南第 2、芹が谷、野庭、港南台

保土ケ谷、西谷、今井、権太坂

旭、都岡、南本宿、若葉台、今宿

磯子、洋光台、杉田

金沢第 1、金沢第 2、富岡、釜利谷、幸浦

港北第 1、港北第 2、日吉、篠原、高田、新羽

緑、長津田、鴨居、白山

青葉、元石川、鴨志田、青葉台、荏田

都筑、川和、仲町台

戸塚、大正、吉田、東戸塚

栄、上郷、豊田

泉、岡津、中田

瀬谷第 1、瀬谷第 2、下瀬谷、中瀬谷

８０台（すべて高規格救急車）
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救急救命士教育
　横浜市救急救命士養成所及び横浜市救急ワークステー

ション等において、主に救急業務を担当する職員に対し、

救急救命士に必要な知識・技術について教育を行い、業

務の適正な執行、職員の能力向上とキャリア形成支援を

行っています。

■教育訓練（教育課）

　消防訓練センターでは、「人材こそが最も重要な経営

資源」であることを念頭に、変化する社会の要請に応え

ることができる人材の育成を基本方針とした教育を推進

しています。

　新採用消防職員には、公務員、消防職員としての倫理

観、使命感及び規律を身につけさせるとともに、消防業

務の遂行に必要となる知識・技術を修得させるための基

礎的な教育（初任教育）を行っています。また、各消防

署等、現場の第一線で働く消防職員には、より高度で専

門的な知識・技術の修得、職責に応じた基礎的・専門的

能力の修得、業務上必要となる資格の取得などを目的と

した教育（現任教育）を行っています。

　さらに、消防団員の皆さんに対しては、その任務遂行

に必要な知識・技術の修得、向上を目的とした教育（消

防団員教育）を行っています。

表９　事故種別救急出場件数及び搬送人員 令和2年

区　分

事故種別

計

急 病

一 般 負 傷

交 通 事 故

自 損 行 為

加 害

労働災害事故

運動競技事故

火 災

水 難 事 故

そ の 他

194,639

133,246

36,271

8,741

1,341

1,120

1,206

759

733

73

11,149

出場件数（件）

164,084

111,089

31,849

7,589

791

718

1,152

740

96

20

10,040

搬送人員（人）

表１２　職員教育等の実施状況

年　度　別

課　程　別

初 任 教 育

現 任 教 育

資 格 取 得

消 防 大 学 校

そ の 他 の 講 習

そ の 他 の 教 育（ 講 演 等 ）

消 防 団 員 教 育

市 民 消 防 教 育

合　　　計

消
防
学
校
教
育

委
託
教
育

令　和　2　年　度

回　数（回）

　１

　17

　18

9

14

11

1

0

71

教育人員（人）

　140

　473

 　 74

 11

 19

 189

 83

 0

 989

表１０　救命講習等実施状況 令和2年度

講習種類別

普通救命講習

上級救命講習

救命入門コース

合　　計

実施回数（回）

 334

 81

 5

 420

受講者数（人）

4,799

1,601

44

6,444

表１１　救急救命士教育の実施状況

教　育　別 令和 2 年度
教育人員（人）

救急救命士養成所
教育

救急救命士養成教育 12

指導救命士養成教育 0

救急ワークステー
ション教育

救急救命士再教育病
院実習 235

救急救命士就業前教
育病院実習 61

その他の教育

気管挿管病院実習 5

ビデオ硬性挿管用喉
頭鏡を用いた気管挿
管病院実習

2

救急救命士気管挿管
再教育病院実習 0

救急救命士薬剤投与
再教育病院実習 4


